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資 1-1 

参考資料1  事業の概要 

三浦市三戸地区発生土処分場建設事業（以下「対象事業」という。）は、三浦市初声町三戸

地区において、建設工事に伴い副次的に発生する土砂を受け入れる処分場を建設するもので

ある。対象事業の概要を以下の 1 から 4 に示した（p.資 1-1～資 1-19）※1。また、対象事業

に関連する別事業の、土地区画整理事業の現在の状況について 5 に示した（p.資 1-20）※2。 

※1：「(仮称)三浦市三戸地区発生土処分場建設事業環境影響予測評価書（平成 21 年 5 月）京浜急行電鉄

株式会社」及びその後の変更届出書（p.資 1-14～資 1-19参照）に基づき整理。 

※2：「(仮称)三戸プロジェクトの概要」（神奈川県ウェブサイト）に基づき整理。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/cnt/f247/148gaiyou.html） 

 

1. 目的又は実施を必要とする理由 

対象事業の目的又は実施を必要とする理由は次のとおりである。 

 

神奈川県内では、社会資本整備や民間の宅地開発等による建設発生土が恒常的に発生し

ており、これを適正に処理するための建設発生土の受入施設が求められています。しか

し、横浜市、横須賀市及び三浦市を抱える東部地域においては、適地の不足から慢性的な

受入処分場の不足が建設事業推進の問題点となっています。そのため、対象事業は三浦市

初声町三戸地区において発生土処分場を建設し、東部地域における建設発生土処分場不足

の解決を図るための一助となることを目的としています。 

京浜急行電鉄株式会社は、「都市生活創造企業」として、都心から三浦半島にいたる公

共交通機関としての社会的使命を遂行しますとともに、主に鉄道沿線を中心とした地域の

活性化のために、自然環境の保全と創造に十分配慮しながら、さまざまな分野で地域の発

展に努力してまいりました。 

対象事業となる発生土処分場を計画している区域につきましては、昭和 40 年代から土

地利用のあり方について検討されてきました「三浦市三戸・小網代地区」（約 160ha）の

なかに位置しており、同地区につきましては、平成 7 年に京浜急行電鉄株式会社・三浦

市・神奈川県の三者で調整をした結果、次の五つの土地利用計画に沿って事業が行われる

ことになりました。 

①農地造成区域    （約 40ha…市街化調整区域 平成 12年に逆線引きで 10ha増加） 

②三戸地区宅地開発区域（約 50ha…市街化区域 土地区画整理事業を予定） 

③保全区域・小網代地区（約 70ha…市街化区域） 

④都市計画道路西海岸線（市街化区域内） 
⑤鉄道延伸区域    （市街化区域内） 
このような土地利用計画に基づき、今回の発生土処分場は、②三戸地区宅地開発区域に

おける土地区画整理事業の早期完成のための準備事業として位置付けています。 

三戸・小網代地区における実施区域の位置とその他の事業・保全区域の位置関係を図 

1-1 に示します。また、これまでの三戸・小網代地区における土地利用計画の検討経緯等

の概要を表 1-1 に示します。 

なお、「市街化区域」となっていた「小網代地区（小網代の森）（約 70ha）」につきまし

ては、京浜急行電鉄株式会社は神奈川県との調整により、首都圏における貴重な自然環境 
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資源であるとの認識に立って、開発を行わない方向で保全することとし、「首都圏近郊緑

地保全法」に基づく「小網代近郊緑地保全区域」の指定に同意をいたし、平成 17 年 9 月

22 日に、国土交通省から告示が行われました。 

したがいまして、京浜急行電鉄株式会社は三浦半島における貴重な自然環境の拠点とし

て「小網代の森」を積極的に保全する措置をとってまいりました。 

一方、三戸地区における土地区画整理事業につきましては、諸般の要因から実施が遅れ

ており、事業実施の諸条件の確立を検討しているところでありますが、対象事業の実施に

つきましては、この土地区画整理事業における基盤の整備に寄与させることができ、三浦

市三戸地区における早期の街づくりに貢献することができるものと考えております。 

出典：「(仮称)三浦市三戸地区発生土処分場建設事業環境影響予測評価書（平成 21 年 5 月）京浜急行電鉄株式会

社」 

 

 

図 1-1 三戸・小網代地区における実施区域の位置とその他の事業・保全区域の位置関係 

航空写真出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp） 
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表 1-1 三戸・小網代地区における土地利用計画の検討経緯等の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

年度 京浜急行電鉄㈱の取り組み等 地元、神奈川県及び三浦市の取り組み等

昭和43年 開発計画書を神奈川県及び三浦市に提出
・開発面積　　　　135ha
・代替農地造成　41.8ha

開発事前審査願書を神奈川県及び三浦市に提出
・開発面積　　　　165ha

都市計画法に基づく線引き（区域区分）の実施（当初）
・宅地部分（現在の宅地開発区域及び「小網代の森」）
                                  ⇒市街化区域
・農地造成区域　　　　　　　　　　⇒市街化調整区域

三戸地区地権者に対し、京浜急行電鉄㈱の開発計画に対す
る協力の条件として代替農地造成計画を提示

地権者代表、三浦市農業協同組合、神奈川県、三浦市により
「三戸地区集団農地造成推進協議会」を発足

昭和50年 開発計画変更書を三浦市に提出
・開発面積 165ha（住宅73ha、ゴルフ場88ha、鉄道4km）

昭和57年 三戸地区集団農地造成連絡会の設置（三戸地区地権者代表、三
浦市農業協同組合、神奈川県、三浦市）

昭和60年 開発基本計画審査願書を三浦市に提出
・開発面積 126.2ha（宅地30.4ha、ゴルフ場90.3ha、鉄道
5.5km）

地権者において、代替農地造成を実施するための基本方針（22
項目）を決定

昭和63年 開発基本計画審査願書を三浦市に提出
・開発面積 126ha（宅地41ha、ゴルフ場82ha、鉄道3km）
・農地造成計画（案）を作成

三浦市議会・三浦市商工会・三浦市青年会議所が「三戸・小網
代開発」の促進を決議
三浦市は神奈川県に対し、ゴルフ場開発を軸とした5点セット
開発（ゴルフ場、宅地開発、鉄道延伸、西海岸線道路、農地造
成）を求める

平成2年 都市計画法に基づく線引き（区域区分）の見直し実施（第3
回）
「三戸・小網代地区は周辺土地利用や都市施設計画との整合を
図り、自然と共生した市街地の形成を誘導するものとする。…
三戸・小網代地区にスポーツ・レクリエーション施設の配置を
図る。」

平成3年 三浦市が三戸地区地権者に対し、生産緑地指定申請及び農地造
成参加に関する土地利用意向調査を実施（H3.12.25～
H4.1.10）

神奈川県が｢小網代の森等約88haの緑地保全」の方針を示す

平成３年の意向調査に基づき「三戸地区農地整備と都市基盤整
備の進め方に関するマスタープラン」を提示し、再度意向調査
を実施（平成４年意向調査）

農地造成、土地区画整理事業、西海岸線道路法線について
三浦市、神奈川県、京浜急行電鉄㈱とで調整が行われ、三
戸地区地権者の基本的合意が得られる

平成5年 三戸地区地権者によって土地改良区及び土地区画整理組合の設
立準備委員会が発足

平成7年

平成9年 神奈川県が、かながわトラストみどり基金で「小網代の森」の
土地の買い入れを開始

平成12年 農地造成事業着手

平成13年 都市計画法に基づく線引き（区域区分）の見直し実施（第5
回）
「三戸・小網代地区は周辺土地利用や都市施設計画との整合を
図るとともに、開発区域と保全区域を明確にして、自然と共生
した市街地の形成を誘導するものとする。小網代の森、…を生
物とのふれあい緑地として整備する。」

平成17年 「小網代の森」の近郊緑地保全区域（約70ha）指定への同
意

「小網代の森」の近郊緑地保全区域（約70ha）の指定（国土交
通省告示第1016号）

平成18年 土地区画整理事業に先立ち計画した発生土処分場建設（本
事業）についてアセスメント手続きを開始（実施計画書提
出）

平成20年 発生土処分場建設（本事業）の評価書案提出

平成21年 発生土処分場建設（本事業）の評価書提出

平成23年 小網代近郊緑地保全区域の大部分が小網代近郊緑地特別保全地
区となる

昭和45年

平成4年

神奈川県、三浦市、京浜急行電鉄㈱の3者で意見調整

　⇒「三戸・小網代地区の土地利用方針について」として「五つの土地利用計画」の内容がまとまる



 

資 1-4 

2. 計画の内容 
（1）対象事業の規模 

対象事業の規模は表 2-1 に示すとおりである。 

 

表 2-1 実施区域の規模 

項 目 規 模 

実施区域 面積 21.8ha 

受入土砂量 約 187 万ｍ3 

受入期間 約 11 年 

 

（2）土地利用計画 

対象事業の発生土処分場の完了時（事業着手約 11 年後）は、法面と緩やかな勾配を持っ

た平坦地が造成され、平坦地上には調整池、素掘り側溝及び小堰堤等の防災施設が継続して

設置された。対象事業の完了時における土地利用計画平面図を図 2-1に、土地利用計画断面

図を図 2-2に示す。 

対象事業完了後は、法面には草本類の種子吹付、平坦地には散水、その他には粉塵ネット

の設置を実施し、粉じんの発生防止対策を実施した。 
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図 2-1 土地利用計画平面図 
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3. 実施方法 

（1）事業実施工程 

実施区域における工事の内容は、工事中としての進入路工事、場内仮設道路工事、沈砂池

及び仮設防災工事、供用時（土砂受入時）としての発生処分土受入工事のための場内仮設道

路工事及び仮設防災工事と受入土砂による盛土工事より構成される。工事中の進入路等の盛

土用土砂は実施区域内の土砂を転用した。 

工事のフローは図 3-1 に示すとおりである。また、工事期間は、表 3-1 に示すとおりで

工事中が 18 ヶ月、発生土受入期間が 9 年 6 ヶ月で、全体として約 11 年で完了した。工種別

の工事工程計画及び建設機械の種類は表 3-1に示すとおりである。 

 

 

 

工事中 

 

 

 

 

 

 

 

供用時（土砂受入時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 工事フロー 

 

  

完 了 

片付け工事 

土砂受入・敷均し 

開 始 

場内仮設道路工事

 

準備工事 

仮設防災工事 進入路工事 

場内仮設道路工事 仮設防災工事 

土砂受入・敷均し 

沈砂池 
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（2）工事中の環境保全対策 

上記の計画に沿って対象事業の実施にあたっての主な配慮事項を表 3-2 に示す。 

 

表 3-2（1） 事業実施に当たっての配慮事項 

事業計画 受入土砂の搬入車両台数は、国道 134 号及び市道 17 号における大型車

混入量が、現在事業中の隣接する西側の農地造成事業の状況と変らない

ようにするため、国道 134 号の三戸入口交差点と市道 17 号を経由して横

浜・横須賀方面からの搬入するルートでは最大 180 台/日とし、三浦市街

地方面からは最大 40 台/日とし、全体で 220 台/日とした。 

また、受入土砂搬入車両の走行による大気汚染、騒音及び交通安全に

与える影響を低減するように計画した。 

大気汚染（粉じん） 土砂搬入の埋立により、実施区域は一時的に裸地化されるが、埋立面

の土砂が飛散しないように常に散水を行い、計画仕上り高に達した部分

には速やかに種子吹付による緑化を図る。 

また実施区域の東側及び南側は比較的近くに既存の住宅が分布してい

るので、住宅の周辺には防塵シートや仮囲いを設置する。 

騒音 ダンプトラックにより搬入された土砂は 2～3 組のバックホウ、ブルド

ーザ及び振動ローラーにより敷均しして締固める。受入期間が終盤にな

るとこれらの建設機械が既存の住宅の近くで稼働することになるので住

宅の周辺には 3m 程度の仮囲いを敷地境界付近に設置するとともに既存樹

林も一部を残置させることにより騒音による影響の低減を図る。 

水質汚濁（外観） 土砂搬入の埋立により実施区域は一時的に裸地化され、降雨時には濁

水の流出が考えられるため、埋立区域の数箇所に竪樋を利用した仮設調

整池を設置し、発生した濁水は一時的に貯留し、上澄水を排水させ下流

域の河川等において水質汚濁が発生しないように配慮する。 
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表 3-2（2） 事業実施に当たっての配慮事項 

動物・植物・生態系 実施区域の現況の谷戸は自然が残されており、斜面は主に二次林に覆

われ、底部には小川（北川）が流れており、メダカやホタル等の貴重な

動物や湿性植物が生息及び生育する比較的豊かな生態系が形成されてい

る。 

一方、本事業の実施区域は市街化区域であり、将来的には宅地化され

ることになり、本事業により土地区画整理事業のための基盤として搬入

土砂により谷戸と斜面部が埋め立てられ平地として整備されることにな

る。 

本事業により、豊かな生態系が大幅に減少するが、土地区画整理事業

計画立案までの間は、実施区域外周部の斜面緑地の保全等により、小網

代の森との生態系のつながりを持たせる等の配慮を行う。 

また隣接する農地造成事業区域においては、蟹田川沿いの造成法面と

造成地からの湧水を利用した自然環境保全エリアがある。この自然環境

保全エリアを本事業により消失または縮小される貴重な植物及び動物の

移植及び移設先として活用し、新たに「蟹田沢ビオトープ」としての整

備にあたる。具体的には、流水域及び止水域を有した水路の整備や、陸

地化した湿地を復元し、それらの環境を生息基盤としたホタルやメダカ

を指標種として設定し、他の動植物も利用可能な多様性のある環境を整

備する。本事業によるこのような整備により、「蟹田沢ビオトープ」は小

網代の森と連続する新しい多様性のある自然環境の場として創出される

ことになる。 

さらに、メダカやホタルについては、地域個体群の保存のため、愛好

家やボランティア等の協力も得て室内水槽等による種の保存につとめ、

必要に応じてビオトープ等に移設する計画とする。 
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（3）事業の実施方法 

1) 準備工事 

工事着手に当たり、実施区域西側の区域から着手するため区域内への立ち入り禁止や安全

措置（仮囲い等）を行う。さらに、現場事務所、資材置場、工事用車両駐車場等を設ける。 

 

2) 進入路工事 

進入路は工事中及び供用時において、場内の仮設道路、仮設防災工事及び受入土砂の搬入

のために供するものである。進入路は国道 134 号に接続する東側と、市道 17 号に接続する

北側の 2 ヶ所に設置する。 

進入路工事や区域内の仮設防災工事に必要な工事中の土砂は実施区域内の土砂を用いる。 

 

3) 場内仮設道路工事 

進入路により実施区域内への進入が可能になった後、区域内に仮設道路を築造する。この

仮設道路は主に供用中における仮設防災工事、土砂搬入を行うために供する。 

 

4) 沈砂池及び仮設防災工事 

工事中及び供用時における降雨に対処するために仮設調整池、竪樋、暗渠排水管及び沈砂

池を設け、下流域の排水路（φ2250）に接続する。仮設調整池及び沈砂池の模式図を図 3-2

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 沈砂池及び仮設調整池模式図 

 

5) 土砂受入 

準備工事、進入路工事、場内仮設道路工事、沈砂池及び仮設防災工事が終了した区域から

順次、発生土処分場として土砂を受け入れて盛土工事を進めて行く。 

土砂の受け入れに伴う土砂搬入車両は北側の進入路から 180 台/日、東側の進入路から 40

台/日、合計 220 台/日（最大）とする。土砂搬入車両の運行経路は図 3-3 に示す。 

仮設調整池

土堰堤

盛土

土砂堆積竪樋

暗渠配水管φ700
土砂堆積

北川

沈砂池農地造成
法面

既設暗渠配水管
φ2250

農地造成事業により
整備済み

対象事業

P

P
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なお、受け入れる土砂については、汚染物質に係る基準を設定し、受け入れ開始前に土砂

搬出元に土壌分析結果の提出を求め、基準を満たしていることを確認する。受け入れ基準は、

土壌の汚染に係る環境基準（平成 3 年 8 月 23 日環境庁告示第 46 号）とし、この基準に適合

しない土砂は受け入れないこととする。 

 

6) 受入土砂敷均し工事 

受け入れた土砂は、順次、振動ローラーにより締め固めを行いながら敷均し作業を行う。 

なお、場内仮設道路及び仮設調整池工事は土砂受入による盛土高の変更に伴って随時施工

する。また、土砂受入区域の拡大に伴い、周囲の樹林地は随時伐採を行い、発生した木材は

チップ化して場内の法面保護のためのマルチング等に有効利用する。 

事業実施中における粉じんの飛散防止対策については、散水車による散水の実施、施工区

域が敷地境界に近接する場所への防じんネットの設置を必要に応じて行う。さらに、盛土に

より発生する法面及び平坦になる区域は、草本類の種子吹付等を施し、粉じんの発生防止に

努める。 

事業実施中における建設機械の稼動による騒音対策については、施工区域が敷地境界に近

接する場所への仮囲いを設置する。 
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図 3-3  

土砂搬入車両の運行経路図 

地形図出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp） 

1:25,000 
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4. 変更届による対象事業の内容の変更について 

平成 21 年 5 月予測評価書を提出後、平成 22 年 4 月、12 月、平成 23 年 11 月、平成 28 年 8

月及び令和 2 年 1 月に変更届出書を提出している。 

変更内容は、以下のとおりである。 

 

（1）平成 22 年 4月 変更届出 

1) 一時ストックエリアの設定 

環境保全対策の一環として実施する注目すべき種の移植について、移植先である蟹田沢ビ

オトープの他に、一時的な移植先として「一時ストックエリア」を設定し、主に湿地に生息

する昆虫類等の生物の移植を行い、より効果的な保全対策の実施を図る。一時ストックエリ

アの位置を図 4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 一時ストックエリア位置図 

 

（2）平成 22 年 12 月 変更届出 

1) 工期延長に関する変更 

当初計画では、工期を 7 年半としていたが、以下に示す理由により、全体の工期を 8 年 6

ヶ月に延長する。 

①当初計画では、2 箇所の進入路（北側及び東側）の工事を着手時から同時に施工する予定

であったが、東側進入路部分における埋蔵文化財に係る調査実施に当初想定より時間を要

したことから工期に遅延が生じた。 

②環境保全対策の実施方法の検討とその効果の検証等のために設置された専門家委員会にお

いて、希少動植物（ゲンジボタル、ヘイケボタル及びサラサヤンマ等の水生昆虫類や、ハ

ンゲショウ群落、ヌマダイコン等の湿生植物・ラン類）の移植作業期間（春季から初夏季）

を確保する必要があるという意見が提出され、これに対応するために北川中流部から上流

部にかけての一部を保存しながら工事を進める計画とした。その結果、東側進入路工事の

施工時期に遅延が生じた。 
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（3）平成 23 年 11 月 変更届出 

1) 関連事業工事（農地改良）の着手時期の変更について 

当初、関連事業工事（農地改良）については土砂受入準備のための工事が完了した直後に

着手する計画としていた。 

関連事業工事（農地改良）とは、対象事業である発生土処分場に隣接する既存農地におい

て、農地の生産環境の改善を目的として地盤の切り下げを行うもので、工事の実施により土

砂が発生することが想定されたことから、受入れ先を隣接する発生土処分場とすることとし、

本事業における関連事業工事（農地改良）として当該農地の地権者と協同で進める計画とし

ている。 

しかし、発生土処分場の供用は開始されたものの、当該農地の地権者との協議が現在も継

続している状況となっており、関連事業工事（農地改良）に着手できない状況となっている。 

上記の理由により、関連事業工事（農地改良）の着手時期に関しては、事業着手後の 7 年

次に変更する。 

 

（4）平成 28 年 8月 変更届出 

1) 工期の延長 

第 2 回変更において、工期を 8 年 6 ヶ月に変更したが、以下に示す理由により、全体の工

期を 11 年 9ヶ月に延長する。 

①発生土処分場の需要は景気等の影響を受けやすく、震災等の社会情勢の変化もあり、土砂

受入状況は当初計画より遅れたこと。 

②今後は発生土処分場の需要が好転することを期待しており、計画受入土量（220 万㎥）を

満たすには、3 年程度の工期延長期間を要すると考えられること。 

なお、不測の事態により、さらに計画変更を余儀なくされることも考えられるが、発生土処

分場としては完了するまで事業継続する。また、ビオトープの維持管理及び事後調査報告

書についても事業完了年度まで継続して実施する。 

 

（5）令和 2 年 1月 変更届出 

1) 実施工程の変更 

実施工程について、関連事業工事（農地改良）を本事業では実施しない計画に変更する。

土地区画整理事業凍結に伴い ※、当該農地の地権者から、将来的に土地利用計画が具体化し

た際に実施する旨の同意を得たことにより、関連事業工事（農地改良）については、本事業

での実施を中止する。 

2) 事業規模の変更 

事業規模について、実施区域面積を 25ha から 21.8ha に縮小する。また、受入土砂量を当

初計画 220 万㎥から 187 万㎥に変更し、工期について、11 年 9 ヶ月から 11 年に変更する。

当初計画で予定していた関連事業工事（農地改良）を本事業では実施しないことにより実施

区域の面積が縮小したこと、さらに第 4 回変更後に実施した詳細測量の結果、事業区域の受

 
※ 土地区画整理事業の現在の状況については p.資 1-20 参照。 
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入可能な容量が減少したことから、事業規模を変更する。なお、仕上り計画高及び盛土面の

範囲については、当初計画通りとする。 

 

 

図 4-2 受入土砂量の変化による事業規模の変更（模式図） 

 

工期については、当初計画では 7 年 6 ヶ月（土砂受入期間 7 年）としていた。しかし、東

日本大震災等による社会情勢の変化により、土砂搬出需要の減少に伴う相当な長期化が懸念

されたことから、前回変更の第 4 回（平成 28 年 8 月）では、11 年 9 ヶ月（土砂受入期間 10

年 3 ヶ月）に計画変更した。なお、第 4 回変更時点ではそれまでの土砂受入実績等から 3 年

程度の期間延長が必要と試算したが、それ以降、大規模建設事業等が開始され、土砂搬出需

要が回復したこと、さらには上記の受入土砂量が減少したこと等があり、工期を見直す必要

があると判断した。今後の土砂受入期間の予測については、発生土処分場の現時点（令和元

年 10月）における進捗率が約 96％となっていること、今後の搬入台数見込みは約 160台/日

（平均）を予定していること等を踏まえ、9 ヶ月の工期短縮になると予測された。以上の理

由により工期を 11 年に変更する。 

 

表 4-1 これまでの工期変更の経緯 
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3) 土地利用の変更 

土地利用について、土地利用計画図を当初計画から防災施設等を配置した計画に変更する。

当初計画では、発生土処分場の完了時において盛土面の仮設調整池を撤去する計画であった

が、次の土地利用に移行するまでの維持・管理用の設備を残す必要が生じたため、盛土面の

調整池、素掘り側溝及び小堰堤等の防災関連施設を完了後も継続して設置し、維持・管理に

ついても実施する計画に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 完成計画図（調整池、素掘り側溝、小堰堤及び暗渠排水管の継続設置） 
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図 4-4 防災関連施設構造図（調整池、小堰堤・素掘り側溝及び暗渠排水管） 
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4) 事後調査及びビオトープの維持・管理を実施する期間の変更 

事後調査及びビオトープの維持・管理を実施する期間を「事業完了時まで」から「事業完

了後 5 年間」に変更する。上記期間については、当初、発生土処分場事業完了時までとし、

その後は将来の土地区画整理事業において調査継続について検討を行うとしていた。しかし、

土地区画整理事業が凍結されることになり、次の土地利用計画が未定となっている現状を踏

まえ ※1、事後調査及びビオトープの維持・管理を実施する期間について、計画変更すること

が必要と判断した。そのため、事後調査については、県環境影響評価技術指針に基づき、環

境保全対策に伴う動植物の生息生育環境の状況等の確認に必要とされている事業完了後 5 年

間に変更する。また、ビオトープの維持・管理については、事後調査期間と同様に事業完了

後 5 年間に変更するものとし、その後については次の土地利用計画等を考慮した上で継続手

法について検討する ※2。 

 

 

 

 

 
※1 土地区画整理事業の現在の状況については p.資 1-20 参照。 
※2 ビオトープの維持・管理は、事業完了後 5年間以降も継続する方針となっており、令和 7年 6月の事後調査

終了後も維持管理を行っている。現在、土地区画整理事業（p.資 1-20参照）において土地利用計画及び維持管

理の継続手法を検討している。 
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5. 土地区画整理事業について 

三戸地区宅地開発区域における土地区画整理事業の概要は、表 5-1に示すとおりである。 

神奈川県環境影響評価条例に基づく手続きを進めており、令和 5 年 9 月 7 日には、環境影

響評価の方法を計画するとともに、事業の内容などと併せて環境影響予測評価実施計画書

（以下、「実施計画書」という）を神奈川県知事に提出し、審査が行われた。その結果を受け

て見直された実施計画書に基づき、現在は環境影響予測評価書案の作成に向けた調査及び検

討が行われている。 

今後は、環境に与える影響について調査、予測、評価した結果を環境影響予測評価書案と

してとりまとめ、神奈川県知事に提出する予定である。 

 

表 5-1 土地区画整理事業の概要 

項目 内容 

事業名称 （仮称）三戸プロジェクト 

事業の種類 土地区画整理事業 

事業者 京浜急行電鉄株式会社 

実施位置 三浦市初声町三戸及び三崎町小網代地内 

規模 約 50.18 ヘクタール 

目的 事業実施区域は、沿線最南端である三崎口駅に近接しており、土地利用

計画「三戸地区宅地開発区域」が定められているが、現在、三浦市にお

いて利活用が望まれる「低・未利用地」に位置づけられている。そこ

で、三浦半島南部の玄関口としてふさわしい賑わいを創出する街づくり

を行うため、土地区画整理事業により、ミクストユース（複合利用）型

の市街地の形成を目指した基盤整備を行うものである。 
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参考資料 2 専門家委員会の開催状況 

 

専門家委員会の開催状況（第 1 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第1回 平成21年6月29日 1.事業者挨拶 
2.アセス手続きの経過説明 
3.委員会設立趣旨 
4.委員委嘱と紹介 
5.議事 

①工事計画の概要 
②環境保全対策の概要 
・移植及び移設による保全対策 
・ビオトープ整備基本構想 

6.討論 
①移植及び移設の時期及び方法について 
②蟹田沢ビオトープの整備について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 

 

専門家委員会の開催状況（第 2 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第2回 平成21年9月7日 1.新委員の紹介 
2.第1回委員会における協議事項 
3.これまでの作業内容について 

・蟹田沢ビオトープの整備 
・植物のマーキング作業の実施 
・カエル類移設作業 

4.今後の工事工程計画 
5.議事 

①ビオトープの整備について 
②北川における貴重種の移設方法について 
・湿地土の移植について 
・メダカの移設について 
・カエル類の保全対策について 
・水生生物（主にトンボ類）に関する今後の保全対策につ
いて 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 3 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第3回 平成21年10月7日 1.第2回委員会における協議事項 
2.これまでの作業内容について 

・蟹田沢ビオトープの整備 
・一時ストック場所における作業内容 
・希少植物の確認作業の実施 
・カワモズク及びサラサヤンマ等の確認箇所と工事施
工箇所について 

・水質調査結果 
3.今後の工事工程計画 
4.議事 

①蟹田沢ビオトープの整備について 
②北川における貴重種の移設方法等について 
・湿地土の移植 
・メダカの移設 
・一時ストック場所について 
・希少植物の確認作業について 
・カワモズク及びサラサヤンマ等について 
・水生生物に関する今後の保全対策について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 

 

専門家委員会の開催状況（第 4 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第4回 平成21年11月27日 1.第3回委員会における協議事項 
2.今後の工事工程計画 

・沈砂池、仮設道路及び伐採作業スケジュール 
・ホタルの谷戸における来年度の作業内容 

3.これまでの作業及び検討内容について 
・移設作業（魚類及び昆虫類等）について 
・一時ストックエリアの整備について 
・カワモズクの保全対策について（専門家意見） 
・サラサヤンマ等の貴重な昆虫類の保全対策について 

4.議事 
①北川における貴重種の保全対策について 
・カワモズクの保全対策について 
・サラサヤンマ等の貴重な昆虫類の保全対策について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 5 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第5回 平成22年6月21日 1.第4回委員会における協議事項の確認 
2.委員会のメンバー構成変更について 
3.今後の工事工程計画 

・沈砂池、仮設道路及び伐採作業スケジュール 
4.これまでの作業及び検討内容について 

・移植及び移設作業（魚類、昆虫類及び植物等）について 
・一時ストックエリアの整備について 
・カワモズクの保全対策について 
・サラサヤンマ等の貴重な昆虫類の保全対策について 
・事後調査報告書について 

5.議事 
①実施区域における貴重種の保全対策について 
・北川上流部の保全対策について 
・希少種の保全対策について 
②蟹田沢ビオトープにおける保全対策について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 

 

専門家委員会の開催状況（第 6 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第6回 平成22年12月17日 1.第5回委員会における協議事項の確認 
2.今後の工事工程計画 

・供用開始及び伐採等の作業スケジュール 
3.これまでの作業及び検討内容について 

①希少植物の移植作業について 
蟹田沢ビオトープ及び小網代の森への移植状況 

②蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
③ホタル類の保全対策について 
④その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策に
ついて 

⑤メダカの保全対策について 
⑥ビオトープの目標について 

4.議事 
①希少植物の移植作業（植物等）について 
②蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
③ホタル類の保全対策について 
④その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策に
ついて 

⑤メダカの保全対策について 
⑥ビオトープの目標について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 7 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第7回 平成23年6月17日 
1.第6回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第2回）の提出について 
②希少植物の移植作業（植物等）について 
③蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策について 
⑦メダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標について 

3.議事 
①事後調査報告書（第2回）の提出について 
②希少植物の移植作業（植物等）について 
③蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策について 
⑦メダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 

 

専門家委員会の開催状況（第 8 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第8回 平成24年6月11日 
1.第7回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第3回）の提出について 
②希少植物の移植作業（植物等）について 
③蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策について 
⑦メダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標について 

3.議事 
①事後調査報告書（第3回）の提出について 
②希少植物の移植作業（植物等）について 
③蟹田沢ビオトープ及び一時ストックエリアの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類（サラサヤンマ等）の保全対策について 
⑦メダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標について 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 9 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第9回 平成25年6月17日 
1.第8回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第4回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 
⑨一般者の立入りへの対応方針 

3.議事 
①事後調査報告書（第4回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 
⑨一般者の立入りへの対応方針 
⑩その他 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察  

 

専門家委員会の開催状況（第 10 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第10回 平成26年6月10日 
1.第9回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第5回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 

3.議事 
①事後調査報告書（第5回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 
⑨その他 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 11 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第11回 平成27年6月10日 
1.第10回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第6回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 

3.議事 
①事後調査報告書（第6回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 
⑨その他 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 

 
 

専門家委員会の開催状況（第 12 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第12回 平成28年6月23日 
1.第11回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第7回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 

3.議事 
①事後調査報告書（第7回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策 
⑦メダカの保全対策 
⑧ビオトープの目標 
⑨その他 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 13 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第13回 平成29年6月13日 
1.第12回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第8回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策について 
⑦ミナミメダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標、維持管理手法について 
⑨発生土処分場の現状と今後について 

3.議事 
①事後調査報告書（第8回）の提出 
②希少植物の移植作業 
③蟹田沢ビオトープの維持管理 
④カエル類の保全対策 
⑤ホタル類の保全対策 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策について 
⑦ミナミメダカの保全対策について 
⑧ビオトープの目標、維持管理手法について 
⑨発生土処分場の現状と今後について 
⑩その他 

 

 
専門家委員会 

※現地視察は、悪天候のため中止 

 
専門家委員会の開催状況（第 14 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第14回 平成30年6月19日 
1.第13回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第9回）の提出 
②ビオトープ内の土砂崩れ発生状況 
③希少植物の移植作業について 
④カエル類の保全対策について 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策について 
⑦ミナミメダカの保全対策について 
⑧蟹田沢ビオトープの維持管理（植物管理・外来種駆除） 
⑨発生土処分場の現状と今後について 
⑩ビオトープ維持管理計画について 
⑪今後の専門家委員会について 

3.議事 
①事後調査報告書（第9回）の提出 
②ビオトープ内の土砂崩れ発生状況 
③希少植物の移植作業について 
④カエル類の保全対策について 
⑤ホタル類の保全対策について 
⑥その他の貴重な昆虫類の保全対策について 
⑦ミナミメダカの保全対策について 
⑧蟹田沢ビオトープの維持管理（植物管理・外来種駆除） 
⑨発生土処分場の現状と今後について 
⑩ビオトープ維持管理計画について 
⑪今後の専門家委員会について 

 

 
専門家委員会 

 

現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 15 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第15回 令和2年1月23日 1.第14回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第10回） 
②発生土処分場の現状と今後について 
③ビオトープ維持管理計画について 
④今後の専門家委員会について 
⑤発生土処分場の保全対策 
⑥その他 

3.議事 
①事後調査報告書（第10回） 
②発生土処分場の現状と今後について 
③ビオトープ維持管理計画について 
④今後の専門家委員会について 
⑤発生土処分場の保全対策 
⑥その他 

4.次回の予定 

 

 
※機材トラブルにより委員会開催時の記録がなく、別カメラで
撮影した委員会当日の会場の状況を載せています。 

※現地視察は実施していない。 

 
専門家委員会の開催状況（第 16 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第16回 令和2年11月16日 1.第15回委員会における協議事項の確認 
2.これまでの作業及び検討内容について 

①事後調査報告書（第11回） 
②発生土処分場の現状と今後について 
③ビオトープ維持管理計画について 
④今後の専門家委員会について 
⑤その他 

3.議事 
①事後調査報告書（第11回） 
②発生土処分場の現状と今後について 
③ビオトープ維持管理計画について 
④今後の専門家委員会について 
⑤その他 

4.次回の予定 
 
 
 
 
 
 

 

 

専門家委員会 
 

現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 17 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第17回 令和3年11月24日 1.第16回委員会における協議事項の確認 
2.令和3年度における事後調査の実施状況（中間報告） 
3.維持管理の実施状況 
4.今後のスケジュール 

対面とオンライ
ン併用で委員会
開催。 

 
専門家委員会 

 

現地視察 
 

専門家委員会の開催状況（第 18 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第18回 令和5年3月24日 1.第17回委員会における協議状況について 
2.令和4年度における事後調査の実施状況 
3.維持管理の実施状況 
4.その他 

対面とオンライ
ン併用で委員会
開催。 

 
専門家委員会 

※現地視察は実施していない。 
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専門家委員会の開催状況（第 19 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第19回 令和6年3月12日 1.第18回委員会における協議状況について 
2.令和5年度における事後調査の実施状況 
3.令和5年度における維持管理の実施状況 
4.その他 

対面とオンライ
ン併用で委員会
開催。 

 
専門家委員会 

※現地視察は実施していない。 

専門家委員会の開催状況（第 20 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第20回 令和7年3月12日 1.第19回委員会における協議状況について 
2.令和6年度における事後調査の実施状況 
3.令和6年度における維持管理の実施状況 
4.その他 

対面とオンライ
ン併用で委員会
開催。 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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専門家委員会の開催状況（第 21 回） 

 開催日 主な議題 備考 

第21回 令和7年9月17日 1.第20回委員会における協議状況について 
2.令和7年度における事後調査の実施状況 
3.令和7年度における維持管理の実施状況 
4.その他 

 

 
専門家委員会 

 
現地視察 
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